
広陵町フリースクール等利用助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号。

以下「法」という。）の趣旨にのっとり、不登校児童生徒の多様

な居場所を確保し、社会的自立に向けた支援を推進するため、不

登校児童生徒の居場所づくりに寄与するフリースクール等を認定

すること及び当該認定を受けたフリースクール等の利用料等の一

部を助成することについて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

　(1) 児童生徒　法第２条第２号に規定する児童生徒をいう。 

(2) 不登校児童生徒　法第２条第３号に規定する不登校児童生徒

をいう。 

(3) 保護者　親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、

児童生徒を現に監護するものをいう。 

(4) フリースクール等　不登校児童生徒に対して学習活動、教育

相談、体験活動等の活動を行う民間の施設（学校（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校をいう。以

下同じ。）を除く。）をいう。 

(5) 認定施設　第１４条の規定による教育長の認定を受けたフリ

ースクール等をいう。 

(6) 利用料　不登校児童生徒が認定施設を利用する対価として支

払われる費用のうち、次に掲げるものをいう。ただし、消費税

及び地方消費税に相当する額を除く。 

　



ア　授業料 

イ　教材費 

ウ　課外活動費 

エ　施設使用料 

オ　その他教育長が認める費用 

(7) 交通費　不登校児童生徒が認定施設を利用する際に、自宅か

ら認定施設までに要した費用をいう。ただし、本町の住民基本

台帳に記録されている不登校児童生徒が町内の認定施設を利用

する場合及び町外の住民基本台帳に記録されている不登校児童

生徒が町外の認定施設を利用する場合を除く。 

(8) 対象年度　第７条の規定による教育長の認定（以下「受給資

格認定」という。）を行った日の属する年度をいう。 

（交付対象者及び対象児童生徒） 

第３条　この要綱の規定による助成金（以下「助成金」という。）

の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、対象

児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1) 対象児童生徒に係る認定施設の利用料の支払義務を負う者 

　(2) 教育長が対象児童生徒の利用する認定施設に対して第６条の

規定による申請（以下「受給資格認定申請」という。）があっ

た旨を連絡すること並びに当該利用に係る契約内容、利用料の

支払実績及び利用実績を確認することについて同意する者 

２　前項の対象児童生徒は、次の各号のいずれにも該当する児童生

徒とする。 

　(1) 受給資格認定申請があった日において、広陵町立小中学校に

在籍する児童生徒又は本町の住民基本台帳に記録されている他

市区町村の小中学校に在籍する児童生徒 

　



　(2) 受給資格認定申請があった日前１年間において、学校をおお

むね３０日以上欠席した不登校児童生徒 

３　前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者

は、助成金の交付の対象としない。 

　(1) 町税等の滞納がある世帯に属する者 

　(2) 暴力団（広陵町暴力団排除条例（平成２３年１２月広陵町条

例第８号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）、暴力団

員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団員等

（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。）と社会的に非難

されるべき関係を有する者 

（対象経費） 

第４条　助成金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）

は、対象年度内に交付対象者が支払った認定施設の利用料及び交

通費とする。ただし、次に掲げる月に交付対象者が支払った認定

施設の利用料及び交通費は、対象経費としない。 

(1) 児童生徒が認定施設を利用しなかった月 

(2) 児童生徒に係る認定施設の利用料及び交通費に対して他の地

方公共団体から助成金と同種のものの交付を受けている月 

（助成金の額） 

第５条　助成金の額は、対象児童生徒１人１月につき、当該月に交

付対象者が支払った対象経費の総額に別表に定める助成対象者の

区分に応じた助成率を乗じて得た額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、２０，０００円を

上限とする。 

２　前項の対象経費の総額を算定するに当たり、当該月に対象児童

生徒が複数の認定施設を利用しているときは、当該月に交付対象

者が支払ったそれぞれの認定施設の利用料及び交通費を合計する

ものとする。 

　



（助成金の受給資格認定申請） 

第６条　助成金の交付を受けようとする者は、広陵町フリースクー

ル等利用助成金受給資格認定申請書兼同意書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。 

(1) 契約書その他の当該申請に係る認定施設の利用内容が分かる

書類 

(2) その他教育長が必要と認める書類 

（助成金の受給資格認定） 

第７条　教育長は、受給資格認定申請があったときは、その内容を

審査の上、受給資格の可否を決定し、広陵町フリースクール等利

用助成金受給資格認定（不認定）通知書（第２号様式）により、

当該申請を行った者に通知するものとする。 

（受給資格認定の内容変更） 

第８条　受給資格認定を受けた者（以下「受給資格認定者」という。）

は、当該受給資格認定の内容に変更が生じたときは、速やかに広

陵町フリースクール等利用助成金受給資格認定内容変更届（第３

号様式）に関係書類を添えて、教育長に届け出なければならない。 

（助成金の交付の請求） 

第９条　受給資格認定者は、対象年度内において教育長が別に定め

る期間（以下「対象期間」という。）の区分に応じ、それぞれ教

育長が別に定める期日までに、広陵町フリースクール等利用助成

金交付請求書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、当該対

象期間内に生じた対象経費に係る助成金の交付を教育長に請求す

るものとする。 

(1) 当該対象期間に係る対象児童生徒の認定施設の利用状況が分

かる書類 

(2) 当該対象期間に係る対象経費の支払実績が分かる書類 

　



(3) 助成金の振込先口座が分かる書類 

(4) その他教育長が必要と認める書類 

２　前項の規定による請求が同項の対象期間に応じて教育長が別に

定める期日までに行われなかったときは、教育長は、受給資格認

定者が当該対象期間に係る助成金の交付を受けることを辞退した

ものとみなす。ただし、教育長が特段の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

（助成金の交付） 

第１０条　教育長は、前条第１項の規定による請求があったときは、

その内容を審査の上、交付の可否を決定し、広陵町フリースクー

ル等利用助成金交付（不交付）決定通知書（第５号様式）により

当該請求を行った者に助成金の額を通知するとともに、交付を決

定した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。 

（助成金の受給資格認定の取消し等） 

第１１条　教育長は、受給資格認定者が次の各号のいずれかに該当

するときは、当該受給資格認定者に係る受給資格認定を取り消す

ものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により受給資格認定を受け、又は助成

金の交付を受けたとき。 

(2) その他教育長が助成金を交付することが不適当であると認め

るとき。 

２　教育長は、前項の規定により受給資格認定を取り消したときは、

広陵町フリースクール等利用助成金受給資格認定取消通知書（第

６号様式）により、当該取消しに係る受給資格認定者に対し通知

するものとする。 

３　教育長は、第１項の規定により受給資格認定を取り消した場合

において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命じることができる。 

　



（認定施設の基準） 

第１２条　この要綱による事業の対象とする認定施設は、次に掲げ

る要件を全て満たすフリースクール等とする。 

　(1) 不登校児童生徒の人権を尊重し、人間味豊かな温かみのある

活動を実施していること。 

　(2) 不登校児童生徒の社会的自立を目指して、学習活動、体験活

動、教育相談等の活動を実施していること。 

　(3) 不登校児童生徒が安全に活動するために必要な施設及び人員

を備えていること。 

　(4) 不登校児童生徒が学籍を有する学校（以下「在籍学校」とい

う。）の課業時間内に当該不登校児童生徒の受入れができるこ

と。 

　(5) 通所により利用する施設であること。 

　(6) 町教育委員会、在籍学校及び保護者と不登校児童生徒に係る

情報共有及び連携ができること。 

　(7) 入会金、授業料等が明確に示され、保護者に情報提供がなさ

れていること。 

　（施設の認定申請） 

第１３条　フリースクール等を運営する者（以下「運営者」という。）

は、当該フリースクール等について助成金の適用に係る施設の認

定を受けようとするときは、広陵町フリースクール等利用助成金

適用施設認定申請書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて、

教育長に申請しなければならない。 

　(1) 当該フリースクール等の施設概要、人員体制、活動内容等を

　　確認できる書類 

　(2) 当該フリースクール等の利用料の額が確認できる書類 

　(3) 法人にあっては、当該申請を行った日前３箇月以内に発行さ

れた運営者に係る登記事項証明書 

　



　(4) その他教育長が必要と認める書類 

　（施設の認定） 

第１４条　教育長は、前条の規定による申請があったときは、審査

の上、認定の可否を決定し、広陵町フリースクール等利用助成金

適用施設認定（不認定）通知書（第８号様式）により、当該申請

を行った者に通知するものとする。 

（認定施設の内容変更、廃止及び休止） 

第１５条　前条の規定による教育長の認定を受けた運営者（以下

「認定施設運営者」という。）は、当該認定を受けた内容に変更

があったときは、速やかに広陵町フリースクール等利用助成金適

用施設認定変更届（第９号様式）を教育長に届け出なければなら

ない。 

２　認定施設運営者は、当該認定施設を廃止し、又は休止するとき

は、速やかに広陵町フリースクール等利用助成金適用認定施設廃

止・休止届（第１０号様式）を教育長に届け出なければならない。 

（施設の認定取消し） 

第１６条　教育長は、認定施設が偽りその他不正の手段により第１

４条の規定による教育長の認定を受けたことが判明したときは、

当該認定施設の認定を取り消すものとする。 

２　教育長は、認定施設が第１２条各号に掲げる要件を満たさない

ことが判明したときは、当該認定施設の認定を取り消すことがで

きる。 

３　教育長は、前２項の規定により認定を取り消したときは、広陵

町フリースクール等利用助成金適用施設認定取消通知書（第１１

号様式）により、当該取消しに係る認定施設運営者に通知するも

のとする。 

　



（その他） 

第１７条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別

　に定める。 

　　　附　則 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

　



 

別表 

助成対象者 助成率

要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号） １／１

第６条第２項に規定する要保護者であって、教育扶

助を受けている者）

準要保護者（要保護者に準ずる程度に困窮している ３／４

と教育長が認める者）

上記以外の者 １／２

　


